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Hyogo Prefecture

１ 社会福祉法人制度改革への対応
（１）指導監査、研修会等による周知徹底 （1,823千円）

（目的）・経営組織のガバナンスの強化

・事業運営の透明性の向上

・財務規律の強化

・地域における公益的な取組みの責務化等

を柱とする社会福祉法人制度改革の浸透

（内容）・法人向け研修会や県内所轄庁担当者を対象とした研修会等の開催

・計画的な指導監査

01
Ⅰ 社会福祉法人の適正運営の確保
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02
県内法人数（４月１日現在）

（注）サービス活動収益３０億円超または負債６０億円超の法人
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（２）小規模法人のネットワーク化による協働推進事業 (25,400千円）

（目的）・小規模な社会福祉法人等による協働事業の推進を図る

（内容）・複数法人が参画するネットワークを構築

・参画法人による協働事業の実施

・合同研修や人事交流 等

（補助メニュー）

ア 社会福祉連携推進法人の立ち上げに向けた支援

＜助成金額＞ １か所あたり1,000千円

＜令和7年度補助予定＞2か所

イ 社会福祉連携推進法人設立支援

＜助成金額＞(ｱ)連携推進法人立上げ支援 １回限り1,500千円

(ｲ)連携推進法人の企画立案・実施

１回限り1,000千円

＜令和7年度補助予定＞(ｱ)(ｲ)各2か所
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ウ 法人間連携プラットホームの設置

＜助成金額＞ (ｱ)合同研修会や人事交流 1か所あたり4,000千円

(ｲ)事務処理部門の集約・共同化 1回限り3,200千円

(ｳ)ICT技術導入支援 1回限り2,000千円

＜補助実績＞ 令和４・５年度０件、令和6年度1件

＜令和7年度補助予定＞(ｱ)(ｲ)(ｳ) 各2か所

（３）社会福祉連携推進法人制度の促進

（目 的）社会福祉事業に取組む社会福祉法人、NPO法人等を社員として、

相互の業務連携を推進

（法人数）県内：２

（県所管：令和４年８月１日認定、日の出医療福祉グループ

神戸市所管：令和７年２月20日認定、神戸繋がりの会）
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２ 社会福祉法人経営指導強化事業 (343千円）
（目的）・経営不振の社会福祉法人の課題を早期に発見し、経営適正化に

向けた指導を行う

（内容）・公認会計士等による財務分析 等
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３ 福祉サービス第三者評価事業 (575千円）

（目的）福祉サービスの質の一層の向上、利用者のより適切なサービス選択

（内容）第三者評価の質の向上を図るための評価調査者フォローアップ研修

等の実施
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１ 民間社会福祉施設運営支援事業 (278,395千円）

（目的）・施設利用者の処遇向上を図る

（内容）・利用者処遇に直接影響のある施設職員を基準より多く配置して

いる施設に対し、人件費を補助する

（対象施設）県所管民間社会福祉施設

09
Ⅱ 社会福祉法人の運営支援

令和5年度令和4年度令和3年度年度
区分

３８６３９７４０９施設数
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２ 社会福祉施設整備資金借入金に対する利子補助 (2,149千円）
（目的）・施設整備の推進

（内容）・民間社会福祉施設（措置施設に限る）の新築・増築等を行うにあたり、

独立行政法人福祉医療機構から資金を借り入れた場合、その利子の一部

を補助する

（対象施設）救護施設、児童養護施設、養護老人ホーム等
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３ 民間社会福祉施設職員等退職手当共済事業の掛金補助
(1,254,654千円）

（根拠）・社会福祉施設職員等退職手当共済法

（内容）・民間社会福祉施設（介護保険施設等を除く）に勤務する職員を対象として

退職共済事業へ補助する

（共済事業実施主体）独立行政法人福祉医療機構

（負担割合）・国補助1/3、県補助1/3、事業者掛金1/3
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(1) 社会福祉法人等の指導・監査実績

11資料編

対象数 実施数
指摘
法人
数等

行政
措置
件数
(注1)

報酬
等
返還
件数

報酬等
返還額
(千円)

対象数 実施数
指摘
法人
数等

行政
措置
件数
(注1)

報酬
等
返還
件数

報酬等
返還額
(千円)

161 62 50 0 － － 164 62 54 0 － －
居宅系 1,958 290 216 4 19 25,321 1,986 339 218 0 13 502
施設系 257 66 56 1 4 10,389 262 82 62 0 6 53,236
居宅系 1,299 176 145 0 16 23,326 1,367 195 124 1 17 22,385
施設系 683 121 107 0 12 92,022 729 144 99 2 9 58,923

1,373 290 102 0 － － 1,374 339 135 0 － －

103 13 6 0 － － 105 9 3 0 － －

640 107 80 0 10 14,598 732 105 88 1 5 1,715

6,474 1,125 762 5 61 165,656 6,719 1,275 783 4 50 136,761
（注1）行政措置件数：改善勧告、改善命令、効力の停止、指定取消の合計
（注2）保育所、認定こども園、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
（注3）児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業など
（注4）養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、障害児通所施設、障害児入所施設

障害福祉

保育所、認定こども
園等

その他児童福祉施設

その他社会福祉施設

計

R5R4

区　分

社会福祉法人

介護保険



Hyogo Prefecture

(2－１) 指導・監査での主な指摘事項

12

対  象 内     容 

社会福祉法人 評議員・ 

評議員会 

・決議の省略手続により実施された理事会及び評議員会

の手続不備 

・役員の適格性を説明する資料の添付もれ 

理事、監事等・ 

理事会 

・評議員会の招集に必要な事項の決議もれ 

・理事長の職務執行状況報告の不備 

・次期監事選任に係る在任監事の同意手続の不備 

役員等の報酬 ・報酬支給基準、報酬総額に係る評議員会の決議もれ 

・無報酬の役員に対する交通費の一律支給 

・役員報酬支給基準に定めるべき事項の不備 

財産管理・ 

会計管理 

・会計責任者、固定資産管理責任者、出納職員の任命手

続の不備 

・随意契約の手続の不備 

・寄附金収益明細書の未作成 

情報の公表・ 

その他 

・最新の定款が未公表 
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(2－２) 指導・監査での主な指摘事項

13

対  象 内     容 

介護保険サービス 

事業所・施設 

施設運営 

 

・介護報酬請求が不適正 

・身体拘束等の適正化の対策の不備 

・運営規程の不備 

・職員の配置状況が不明瞭 

利用者処遇 ・サービス計画の未作成又は手続の不備 

障害福祉サービス 

事業所・施設 

施設運営 

 

・給付費請求が不適正 

・運営規程の不備 

利用者処遇 

 

・サービス計画の未作成又は手続の不備 

・避難訓練の未実施 

保育所・認定こども

園 

 

 

施設運営 

 

・避難訓練の実施回数不足 

・職員の配置不足 

利用者処遇 

 

・アレルギー対応の手順書の不備 

・苦情対応窓口の未周知 

  



Hyogo Prefecture

(3) 令和７年度研修会等の開催予定

14

実 施 内 容区 分

令和７年４月 ：監査指導担当職員新任研修
同 年８月 ：県・一般24市法人指導担当者研修会

（指導監査）
同 年８月頃 ：県・神戸市・中核4市法人指導担当者

意見交換会

県内所轄庁職員向け
研修会等

対象：県所管の法人の理事、監事、事務局職員、
会計担当者等
令和７年10月頃開催

社会福祉法人向け
研修会
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福祉部国保医療課

地域福祉力の向上と社会福祉基盤の充実

国民健康保険事業等の推進

令 和 7 年 4 月 1 6 日
健康福祉常任委員会資料
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1

Ⅰ 国民健康保険事業の運営

１ 国民健康保険制度の概要等
２ 県による財政運営等
３ 国民健康保険事業の健全運営の推進
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2
国民健康保険制度の概要

国民健康保険制度は、健康保険、共済組合等の被用者保険及び後期高齢者医療制度に加入して
いない方を対象とし、国民皆保険を支える基盤となる制度として、県民の健康の保持増進に重要
な役割を果たしている。

従来、国民健康保険制度については、市町及び国保組合が保険者として運営してきたが、運営
基盤を強化するため、平成30年度から市町等とともに県も保険者となり、全市町合意のもと
「兵庫県国民健康保険運営方針」を策定して目指す方向性及び取組を定めた｡

国保運営方針に基づき、将来的な保険料水準の統一（同一所得・同一保険料）を目指しつつ、
財政運営主体として、制度の安定運営に努めている。

１ 国民健康保険制度の概要等
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3第３期国保運営方針（R6～R11年度）の概要

主な取組目指す方向性

 保険料率の適正な設定による収支均衡又は黒字化
 赤字削減・解消の取組、見える化①国保財政の安定的な運営

 保険料水準の統一の実施
（標準保険料率の統一：R9、保険料率の完全統一：R12）

 個別公費・経費の相互扶助やそれに伴う県基金を活用した支援、医療費
適正化等のインセンティブ制度(県繰入金)などの取組の推進

②保険料水準の統一

 保険者規模別の目標収納率の設定
 口座振替制度の推進③保険料徴収の適正な実施

 レセプト点検の充実強化
 第三者行為求償事務の取組強化④保険給付の適正な実施

 特定健診・特定保健指導の受診率向上
 生活習慣病（糖尿病性腎症等）の重症化予防
 がん検診の受診率向上
 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

⑤医療費の適正化

 マイナカードと被保険者証の一体化(R6.12.2～)に伴う事務の方針や標準
的な運用の検討

 保険料等減免・任意給付の取扱いの検討
 市町が最低限取り組む保健事業５項目と共通の評価指標の設定

⑥市町事務の標準化・広域化・
効率的な運営

 データヘルスの積極的な推進
 国保における地域包括ケアの推進に資する取組

⑦保健医療・福祉サービスとの
連携
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4本県の国民健康保険制度の状況

１ 保険者数及び被保険者数

令和７年３月末の保険者数は、市町41保険者、組合５保険者、県全体で46保険者となっている。
県内の被保険者数は、平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化以降、緩やかに減少し

ており、令和６年３月末の被保険者数は、市町976,621人、組合99,402人、県全体で1,076,023人
（対前年比95.3%）となっており、県民の約２割を占めている。

38,584 36,210 34,293 32,524 30,691 28,456 

287,191 274,619 266,467 257,377 252,422 243,600 

406,520 392,960 387,691 380,068 368,757 359,790 

252,551 
226,316 209,241 195,025 181,205 172,330 

286,875 
303,153 321,519 320,026 

296,532 
271,847 

1,271,721 
1,233,258 1,219,211 

1,185,020 
1,129,607 

1,076,023 

0
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400,000

600,000

800,000

1,000,000
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1,400,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5

人

年度

〔被保険者数の推移（H30都道府県単位化以降）〕

未就学児 就学児～39歳 40歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 65歳以上（国保）
※R5については速報値
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5

３ 被保険者一人当たり医療費

令和５年の被保険者一人当たり医療費は、市町454,317円、組合235,567円、県全体で434,109
円（対前年比102.8%）となっている。

２ 国民健康保険医療費

令和５年度の医療費総額は、市町443,695百万円、組合23,416百万円、県全体で467,111百万
円（対前年97.9%）となっている。

〔国民健康保険医療費の推移〕

対前年度比
（1人当たり医療費）
（単位：％）

1人当たり医療費
（単位：円）

対前年度比
（医療費総額）
（単位：％）

医療費総額
（単位：千円）

区分

年度

108.1407,795105.1483,245,380R3

103.6422,29798.7477,030,085R4

102.8434,10997.9467,111,375R5

102.8454,31797.9443,695,526市町

103.1235,56798.123,415,849組合

※R5については速報値
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6

５ 保険料（税）収納率の状況（現年度分）

令和５年度保険料（税）収納率は、市町94.84％（対前年比0.20ﾎﾟｲﾝﾄ増）、組合99.97％（対
前年比±0ﾎﾟｲﾝﾄ）、県全体で95.72％（対前年比0.19ﾎﾟｲﾝﾄ増）となっている。

４ 保険料（税）調定額の状況（現年度分）

令和５年度保険料（税）の総額は、市町97,104百万円、組合19,961百万円、県全体で117,065
百万円となっている。

被保険者一人当たり年間保険料（税）は、市町99,429円（対前年比97.7%）、組合200,810円
（対前年比100.7%）、県全体で108,794円（対前年比98.2%）となっている。

〔保険料（税）の推移（現年度分）〕

収納率（％）対前年度比
（1人当た
り調定額）

保険料（税）調定額
（総額は千円、それ以外は円）区分

年度
組合市町町市1人当たりの額1世帯当たりの額総額

99.9895.0996.3495.0395.90104.6105,808162,761125,385,069R3

99.9794.6496.0594.5795.53104.7110,783167,554125,141,382R4

99.9794.8496.1194.7895.7298.2108,794162,134117,065,225R5

97.799,429145,09897,104,271市町

100.7200,810378,08419,960,954組合
※R5については速報値
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7
国民健康保険事業特別会計の設置・運営

国民健康保険事業特別会計の財政の仕組み

市町国保については、県が市町ごとの納付金の額を決定するとともに、保険給付に必要な費用
を全額市町に対して支払うこととなり、県に国民健康保険事業特別会計を設置し、国保財政の安
定した運営に努めている。

２ 県による財政運営等

（令和７年度当初予算464,519,824千円）
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２ 定率国庫負担 （86,067,638千円）

医療給付に要する費用に対し、定率（32%）で交付される。

３ 県繰入金 （24,202,677千円）

県国民健康保険の財政の安定化を図り、市町が行う国民健康保険の財政を調整するため、県一
般会計から繰り入れる。

主な歳入

１ 国民健康保険事業費納付金 （145,895,793千円）

医療給付費の見込みから公費を差し引いた額を、納付金として市町から徴収する。

４ 前期高齢者交付金 （156,467,613千円）

保険者間の高齢者の偏在による負担を調整するため、被用者保険による負担分が前期高齢者の
加入割合に応じて交付される。
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３ 後期高齢者支援金 （66,436,528千円）

後期高齢者医療制度の経費を賄うため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、各医療保
険者の被保険者数に応じて支援金として負担する。

４ 介護納付金 （22,439,427千円）

 介護保険制度の円滑な運営を図るため、介護保険法に基づき、各医療保険者の第２号被保険者
（40～64歳）数に応じて介護納付金を納付する。

主な歳出

１ 国民健康保険保険給付費等交付金（普通交付金） （361,900,381千円）

市町が被保険者に対して給付する保険給付費及び国保連合会に対する審査手数料を交付する。

２ 国民健康保険保険給付費等交付金（特別交付金） （11,858,268千円）

市町の特別な事情に対する財政支援及び保健事業等に対するインセンティブとして、各市町の
状況に応じて交付する。
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令和６年度の加入者一人当たり保険料の県平均額は、対前年比104.8％（R5:97,849円
→R6:102,502円）となっており、増加した市町は35市町、減少した市町は６市町となっている｡

令和５年度と令和６年度の一人当たり保険料の比較

増減率
（％）

一人当たり保険料額（円）
市町名

令和６年度令和５年度
4.76102,50297,849-県平均

23.48108,67488,007神河町増加最
大 ▲8.32112,686122,914南あわじ市減少
※「最大」の各行には、増減率の絶対値が最も大きかった市町を記載

市町等との連絡協議会の運営

 県及び市町等からなる国民健康保険連絡協議会において、令和９年度の標準保険料率の統一、
令和12年度の保険料水準の完全統一を目指し、統一内容や市町事務の標準化のあり方等、令和
５年度に改定した第３期国保運営方針（R6～R11年度）の取組状況の報告及び課題の共有、対応
方針の協議等を行う。

（2,615千円）

兵庫県国民健康保険運営協議会の運営

 県内における保険料水準の統一や国保財政の安定運営等、国保事業の運営に関する重要事項に
ついて審議するため、兵庫県国民健康保険運営協議会を運営する。

（921千円）
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国民健康保険財政安定化基金の設置・運営

国民健康保険の財政の安定化を図るため、県に基金を設置し、４つの機能に区分して管理を行
う。

基金の概要

積立額概 要区 分

8,400,969千円

市町の保険料収納不足に対し、貸付を行う。①貸付事業

災害等の特別事情による市町の保険料収納不足に
対し、交付を行う。②交付事業

想定外の保険給付費増などによる県財政の不足に
対し、補填を行う。③基金の取崩

32,600,801千円医療費水準の変動や過年度の国庫精算に応じて、
取崩しを行う。④財政調整事業

（令和７年１月時点）
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県の財政支出

３ 国民健康保険事業の健全運営の推進

１ 国民健康保険保険基盤安定事業 （19,238,852千円）

ア 保険料軽減分（県3/4、市町1/4）
保険料（税）負担の軽減により、市町国民健康保険の基盤安定化を図ることを目的として、

低所得者に係る軽減保険料（税）の一部を負担する。

イ 保険者支援分（国1/2、県1/4、市町1/4）
低所得者を多く抱える市町において、中間所得者層への保険料（税）の影響を緩和するこ

とを目的として、低所得者数に応じて行われる一般会計繰入の一部を負担する。

ウ 未就学児均等割軽減分（国1/2、県1/4、市町1/4）
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国保世帯の未就学児に係る均等割保険料の５割

を軽減し、軽減相当額の一部を負担する。

エ 産前産後保険料免除分（国1/2、県1/4、市町1/4）
子育て世帯の経済的負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国保制度において出産する

被保険者に係る産前産後期間相当分（４か月間(多胎妊娠の場合は６か月)）の均等割保険料
及び所得割保険料を免除し、免除相当額の一部を負担する。
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２ 国民健康保険事業費補助事業 （507,840千円）

国民健康保険事業の健全な運営を確保し、併せて医療費適正化の推進、県民の健康と福祉の増
進等に寄与することを目的として県が補助等を行う。

ア 国民健康保険事業費補助金
地方単独福祉医療制度の実施に係る国庫負担金減額分について、市町の負担を軽減するた

めの財政支援を行う。

イ 国民健康保険組合事業費補助金
国民健康保険事業に要する経費について、組合に対し補助を行う。

３ 高額医療費負担金 （3,413,531千円）

高額な医療給付の発生により医療給付費が増大することから、財政運営の安定性を確保すると
ともに、市町の負担を軽減するため、レセプト１件あたり90万円（令和６年度までは80万円）
を超える医療費の一部を負担する。

（国1/4、県1/4、市町1/2）
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４ 特定健康診査・特定保健指導の実施に対する支援 （535,430千円）

生活習慣病予防に重点をおいた特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施を支援することを目
的として県が補助等を行う。

ア 特定健康診査等負担金（国1/3、県1/3、市町1/3）
特定健康診査及び特定保健指導に要する費用の一部について、市町の負担を軽減するため

の財政支援を行う。

イ 国民健康保険組合特定健診支援事業費補助金
特定健康診査及び特定保健指導に要する費用の一部について、加入者の所得が低い組合に

対し補助を行う。

５ 国民健康保険県繰入金

国民健康保険事業の財政負担を軽減するとともに、各市町が行う医療費適正化及び保険料
収納率向上の取組並びに住民の健康の増進を図る事業等を支援する。

（24,202,677千円）

兵庫県国民健康保険団体連合会への財政支援

国民健康保険診療報酬審査支払運営費補助金

国保連合会が行う国民健康保険診療報酬の審査及び支払業務の運営経費の一部を補助する。

（20,550千円）
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１ 保険者に対する実地調査

国民健康保険事業の安定的運営の確保と保険財政の健全性の維持を目的として、市町等保険者
を対象に国民健康保険一般実地調査及び特別実地調査を実施する。

２ レセプト点検調査等

広域的又は医療に関する専門的な見地から保険給付の点検調査を行うことにより適正な給付を
推進するとともに、医療給付専門指導員により、効果的なレセプト点検を行うための具体的な実
施方法等について市町等に助言・指導を行う。

３ 国民健康保険直営診療所に対する助言等

国民健康保険直営診療所の運営状況等に
助言を行い、診療機能の充実及び経営改善
のための設備整備・運営費の補助を行う。

〔国民健康保険直営診療所の状況（R6.4.1現在）〕

医師数施設数
種別

非常勤常勤その他へき地

20(4)3(3)56甲型診

療

所

20(1)21(3)614乙型

3(1)3(0)20丙型

43(6)27(6)1320計

※ 医師数の( )内は他直診と兼務者の数
       甲型…医師が常駐しない最も簡単な診療所
       乙型…無床で甲型以外のもの、又は5床以下の医師常勤診療所
       丙型…6床以上19床以下の医師常駐診療所
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１ 指導・監査

保険医療機関・薬局に対して、診療（調剤）報酬の適正な請求方法など、保険診療（調剤）に
係る診療（調剤）報酬請求の取扱い等を周知徹底することを目的として、講義方式等による集団
指導・集団的個別指導を実施するとともに、診療（調剤）報酬請求等に関する情報提供があった
場合や、新規に指定された保険医療機関・薬局に対して、面談方式で(新規)個別指導を実施する。

また、診療（調剤）報酬の請求に不正等が疑われる場合には監査を実施する。

〔指導等の件数〕 単位：件

監査（新規）個別指導

薬局歯科医科薬局歯科医科

000526364R3

010138115167R4

01011768171R5

〔返還金の状況（令和５年度）〕 単位：円

合計薬局歯科医科区分

35,406,13488,2912,048,12733,269,716国保

48,517,517435,8372,729,51145,352,169後期高齢者

1,529,71914,896514,6361,000,187公費・福祉

85,453,370539,0245,292,27479,622,072合計

※個別指導や適時調査(近畿厚生局兵庫事務所に保険医療機関が届け出た人員配置基準等
 の施設基準について、実態を調査・指導するもの)等の結果、保険医療機関から提出の
 あった返還同意書に基づき保険者・国保連合会に令和5年4月～令和6年3月に通知を
 行った金額である。

※監査（歯科）は同医療機関

指導や監査については、保険診療全般について統一して行うことが必要であることから、健康
保険法を所管している近畿厚生局兵庫事務所と共同で実施する。

２ 近畿厚生局兵庫事務所との連携
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１ 保険者の役割

保険者は、被保険者の疾病・負傷に関して必要な医療給付を行うとともに、疾病の発生予防、
早期発見による重症化の防止や健康づくりなど、健康の保持・増進を図るため、健康教育・健康
相談・健康診査等の保健事業を行う。

２ 市町等保険者に対する支援 （4,157,440千円）

保険者が行う被保険者への保健事業を推進するため、国庫補助を活用した特定健診受診率向上
対策等の事業実施、県繰入金を活用した特定健診やがん検診の受診促進、人材育成や被保険者へ
の普及啓発を行い、市町のデータヘルス計画に基づいた取組を支援する。

また、民間事業者及び大学、国保連合会と連携し、被保険者の健診・医療・介護情報を含む国
保データベースを活用した、医療費等の現状把握や分析、保健事業の対象者の抽出、事業評価等、
市町等の取組を支援する。

３ 保険者協議会の参画・運営

 全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合・市町国保・後期高齢者医療広域連合等の保険者
関係団体及び医師会等の医療関係団体で構成する兵庫県保険者協議会に、保険者として参画する
とともに、事務局（国保連合会と共同事務局）として運営に携わり、被保険者の健康増進及び医
療費の適正化を図る。
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R5R４R３年度
取組内容

414141糖尿病等の重症化予防の取組状況

393837個人インセンティブ制度の導入状況（ヘルスケアポイント等）

404038重複服薬者に対する取組状況

404039後発医薬品の使用促進の取組状況（目標の立案及び差額通知の送付）

414141データヘルス計画の実施状況

〔個別事業の取組状況（市町数）〕

〔市町国保の特定健診・特定保健指導実施状況〕 単位：%

R５R４R３

34.134.233.0特定健康診査実施率

30.530.028.9特定保健指導実施率

※法定報告数値を記載
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県国民健康保険審査会において、市町保険者が行った保険給付等に関する処分に関する審査請
求案件の審査を行う。

〔審査請求の処理状況（令和６年度：令和７年３月末現在）〕 単位：件

裁決の状況
処理件数区分

却下棄却認容

434022保険料に関する処分

0112保険給付に関する処分

第三者行為求償事務の推進

保険給付の適正な執行を図るため、交通事故等、第三者（加害者）の行為によって生じた保険
給付について、保険者から第三者に対して請求する第三者行為求償事務を、市町・国保連合会・
医師会等と連携し推進している。

令和３年度からは、県繰入金を活用し、求償実績に応じ、市町に交付金を交付するインセン
ティブ制度を設けるなど取組を強化している。
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Ⅱ 後期高齢者医療制度の運営支援

１ 後期高齢者医療制度の概要等
２ 運営に対する支援等
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後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度は､75歳以上（一定の障害を有する場合は65歳以上）の高齢者を対象に平
成20年に創設された医療制度で､都道府県ごとに設置され､全市町村が加入する後期高齢者医療
広域連合が保険者となり､市町村と事務を分担しながら運営を行う｡
医療給付に要する財源は、公費（約５割）、後期高齢者支援金（約４割）、後期高齢者の保険料
（約１割）によって賄う。

１ 後期高齢者医療制度の概要等

※兵庫県後期高齢者医療広域連合HPより
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〔後期高齢者医療の状況〕

１ 被保険者数

令和５年度の平均被保険者数は、862,901人（対前年比104.1%）であり、うち75歳以上が
854,707人（構成比99.1%）、65歳以上74歳以下（障害認定者）は8,194人（0.9%）である。

２ 後期高齢者医療費

令和５年度の医療費総額は、895,668百万円（対前年比104.9%）となっている。

３ 被保険者一人当たり医療費

令和５年度の被保険者一人当たり医療費は､1,037,973円（対前年比100.8%）となっている。

一人当たり
医療料（年額）県費負担額総医療費

被保険者数

75歳以上65～74歳
円

1,010,760
千円

59,216,802
千円

810,166,228
人

789,830
人

11,712
人

801,542R3

1,029,83062,156,563854,048,511819,4669,845829,311R4

1,037,97364,999,492895,667,899854,7078,194862,901R5
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23４ 保険料

保険料率は２年ごとに改定され､令和６・７年度保険料率は、 均等割額（年額）52,791円、所
得割率11.24％となっている。

均等割額については、前期比伸び率が5.27％に、所得割率については、前期比伸び率が9.34％
となっている。

５ 保険料収納率（現年度分）

令和５年度の保険料収納率は、99.20％（対前年比0.05ﾎﾟｲﾝﾄ増）となっている。

〔保険料率の推移〕

〔収納率の推移〕

一人当たり保険料（年額）所得割率均等割額

伸び率(％)金額(円)伸び率(％)率(％)伸び率(％)金額(円)

5.7686,9243.1510.495.1551,371R2－3

▲3.9283,517▲2.0010.28▲2.3850,147R4－5

7.1089,4509.3411.245.2752,791R6－7

R５年度R４年度R３年度

99.20％99.15％99.18％
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法定軽減として
(１)所得の低い方の均等割軽減

被保険者均等割を所得に応じて「７割軽減」「５割軽減」「２割軽減」

全被保険者数に占める割合（単位：％）対象被保険者数（単位：人）

0.504,505

〔保険料軽減対象者 ※全被保険者数898,685人（R6.10時点）〕

全被保険者数に占め
る割合（単位：％）

対象被保険者数
（単位：人）対象者の所得要件（令和７年度）

均等割の
軽減割合

41.37371,75143万円+10.0万円×（年金・給与所得者数-1）
以下７割軽減

12.74114,45943万円+29.5万円×被保険者数+10万円×
（年金・給与所得者数-1）以下５割軽減

14.51130,43643万円+54.5万円×被保険者数+10万円×
（年金・給与所得者数-1）以下２割軽減

68.62616,646計

(２)被用者保険の被扶養者であった方の資格取得後２年間分の均等割「５割軽減」
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〔割合別対象者数（R6.10時点） 〕

７ 窓口負担（一部負担金）割合

令和６年８月から令和７年７月までの一部負担金の割合は、令和６年度の住民税課税所得額と
令和５年（令和５年１月１日～12月31日）中の収入額で判定され、被保険者は被保険者証等を
医療機関等の窓口で提示し、かかった医療費の「１割（一般の所得者）」「２割（一定以上の所
得がある方）」「３割（現役並み所得者）」のいずれかを負担する。

全被保険者数に占める
割合（単位：％）

対象被保険者数
（単位：人）

71.47642,331１割負担

21.49193,131２割負担

7.0463,223３割負担

898,685計

全被保険者数に占める
割合（単位：％）

対象被保険者数
（単位：人）

71.47642,331１割負担
（一般Ⅰ、低所得Ⅰ・Ⅱ）

21.49193,131２割負担
（一般Ⅱ）

7.0463,223３割負担
（現役並み所得者）

898,685計
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財政支援

２ 運営に対する支援等

後期高齢者医療制度の運営を支援するため、広域連合及び市町への助言、財政支援等を行って
いる。

１ 後期高齢者医療給付費県費負担金 （70,630,377千円）

医療給付費の約５割を負担する公費の一部を負担する。

（国4/6、県1/6、市町1/6）

２ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 （14,141,593千円）

低所得者及び被用者保険の被扶養者の保険料軽減分の一部を負担する。

（県3/4、市町1/4）

３ 後期高齢者医療高額医療費県費負担金 （5,918,483千円）

高額な医療費の発生による広域連合の財政リスクを軽減するため、レセプト１件当たり80万
円を超える医療費の一部を負担する。

（国1/4､県1/4､広域連合2/4）
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27後期高齢者医療財政安定化基金の設置・運営

広域連合が行う後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、予期せぬ給付増や保険料収納不足
により財源不足となった場合等に備え、県に基金を設置し、運営する。

用 途：保険料収納不足による財源不足額を貸付・交付
保険料率の増加抑制を図るための交付金を交付する場合の県による取崩

積 立 額：5,547,898千円（令和６年度末時点）
負担割合：国1/3、県1/3、広域連合1/3

後期高齢者医療審査会の開催

県後期高齢者医療審査会において、広域連合が行った保険給付等に関する処分及び市町が行っ
た保険料徴収等に関する処分の審査請求案件の審査を行う。

〔審査請求の処理状況（令和6年度：R7.3現在）〕 単位：件

翌年度繰越取り下げ
裁決

受付
却下棄却認容

1011180120R4

003990101R5

0001050105R6
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Ⅲ 兵庫県医療費適正化計画の推進
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29兵庫県医療費適正化計画の推進

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、令和５年度に「第４期兵庫県医療費適正化
計画（R6～R11年度）」を策定し、令和６年度には「第３期兵庫県医療費適正化計画（H30～
R5年度）」の目標に係る実績評価等を行い、医療費適正化の取組を推進する。

第４期計画の目標（主なもの）

目標数値項目分野

60％特定健康診査の受診率

県民の健康の
保 持 の 推 進

30％特定保健指導の実施率

全体10％、男性19％、女性３％喫煙率

41市町生活習慣病重症化リスクの高い未治療者への対策に
取り組む市町数

10市町（高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施において）
高齢者の骨折・転倒予防事業に取り組む市町数

胃、肺、大腸、乳、子宮頸
各60％がん検診受診率

数量ベース80％以上（当面の間）
金額ベース65％以上（※）

後発医薬品の使用割合
医療の効率的
な提供の推進

60％以上バイオ後続品成分の使用割合
（80%以上置き換わった成分数が全体の60％以上）

※R6年度に一部改正を行い副次目標として追加。
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30第３期計画の目標と実績（主なもの）

実績目標数値項目分野

54.3％70％特定健康診査の受診率

県民の健康の
保 持 の 推 進

23.9％45％特定保健指導の実施率

▲14.8％▲25％メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率

全体12.4％
男性23.7％
女性 4.0％

全体10％
男性19％
女性３％

たばこ対策（喫煙率）

41市町41市町生活習慣病等の重症化予防に取り組む市町数

80.7％80％後発医薬品の使用割合医療の効率的
な提供の推進 39市町41市町医薬品の適正使用・重複投薬に係る指導に取り組む市町数
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Ⅳ 福祉医療制度の実施
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32福祉医療制度の概要等

県・市町協調事業として、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等・こども、母子家庭等の医療
に係る経済的負担を軽減するため、医療費の一部を助成する。

福祉医療制度の内容

１ 高齢期移行助成事業 （70,308千円）

65歳から69歳までの、所得あるいは身体的理由等で自立できない特別な配慮が必要な者の疾
病又は負傷について、医療保険による給付が行われた場合に、医療保険制度での自己負担額（３
割）の一部を助成する。
〔事業実績〕

※各数値は、各年度の実績である。

一人当たり
年間平均受診件数

一人当たり
公費 負担額県費負担額公費負担額対象者数区分

年度

件
12.2

円
37,067

千円
113,040

千円
223,255

人
6,023R3

12.235,57186,660172,7674,857R4

12.335,25980,408160,8164,561R5
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33２ 重度障害者・高齢重度障害者医療費助成事業 （4,809,616千円）

重度障害者の疾病又は負傷について、医療保険による給付が行われた場合に、医療保険制度で
の自己負担額（２割又は３割）の一部を助成する。

また、後期高齢者医療制度被保険者である重度障害者の疾病又は負傷について、高齢者の医療
の確保に関する法律による医療の給付が行われた場合に、後期高齢者医療制度での自己負担額
（１割～３割）の一部を助成する。

〔事業実績〕
重度障害者医療費助成事業

※各数値は、各年度の実績である。

高齢重度障害者医療費助成事業

一人当たり
年間平均受診件数

一人当たり
公費 負担額県費負担額公費負担額対象者数区分

年度

件
14.8

円
140,697

千円
3,115,517

千円
6,231,033

人
44,287R3

15.6144,3713,190,6646,381,32844,201R4

15.9147,4813,237,4936,474,98543,904R5

一人当たり
年間平均受診件数

一人当たり
公費 負担額県費負担額公費負担額対象者数区分

年度

件
14.6

円
68,864

千円
1,628,977

千円
3,257,954

人
47,310R3

15.870,9131,607,2053,214,41045,329R4

15.772,5301,593,6243,187,24743,944R5
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〔事業実績〕

３ 乳幼児等医療費助成事業 （3,452,366千円）

小学３年生までの乳幼児等の疾病又は負傷について、医療保険による給付が行われた場合に、
医療保険制度での自己負担額（義務教育就学前児･２割､就学児･３割）の一部を助成する｡

４ こども医療費助成事業 （1,227,706千円）

小学４年生から中学３年生までのこどもの疾病又は負傷について、医療保険による給付が行わ
れた場合に、医療保険制度での自己負担額（３割）の一部を助成する。
〔事業実績〕

※各数値は、各年度の実績である。

※各数値は、各年度の実績である。

一人当たり
年間平均受診件数

一人当たり
公費 負担額県費負担額公費負担額対象者数区分

年度

件
9.9

円
18,750

千円
3,082,438

千円
6,164,875

人
328,803R3

10.719,5443,096,6226,193,244316,892R4

12.123,2883,520,9307,041,859302,376R5

一人当たり
年間平均受診件数

一人当たり
公費 負担額県費負担額公費負担額対象者数区分

年度

件
6.9

円
8,535

千円
955,333

千円
1,803,569

人
211,326R3

7.49,3881,035,7241,962,689209,055R4

8.611,2211,199,8132,285,598203,691R5
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35５ 母子家庭等医療費給付事業 （391,605千円）

母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児の疾病又は負傷について、医療保険による給付が行わ
れた場合に、医療保険制度での自己負担額（１～３割）の一部を助成する。

〔事業実績〕

※各数値は、各年度の実績である。

一人当たり
年間平均受診件数

一人当たり
公費 負担額県費負担額公費負担額対象者数区分

年度

件
8.3

円
35,463

千円
402,902

千円
976,276

人
27,530R3

8.837,965391,012950,42725,034R4

9.641,050388,417941,57122,937R5

国公費負担医療制度と福祉医療制度の現物給付による併用

 福祉医療６事業と国公費負担医療制度について、令和８年７月から現物給付による併用を可能とする制
度改正に向けた円滑な実施のための事前準備として、関係機関向け研修会等の開催や受給者向け広
報を展開する。

福祉医療制度周知事業【新】 （510千円）



Hyogo Prefecture

36
区分Ⅰ区分Ⅱ区分制度名

市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がないこ
と（本人は、年金収入80万円以下かつ所得なし）

市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた
所得が80万円以下であり、かつ日常生活動作が自立
していないとされる者（要介護２以上）

所 得
制 限

高齢期移行
２割
月額上限 外来： 8,000円、入院等：15,000円

２割
月額上限 外来：12,000円、入院等：35,400円

一 部
負担金

福祉医療制度の所得制限及び一部負担金

低所得者一 般区分制度名

市町村民税非課税世帯で、世帯全員の年金収入80万
円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下市町村民税所得割税額が23.5万円未満（世帯合算）所 得

制 限
重度障害者
医 療

高 齢 重 度
障害者医療

外来：１保険医療機関等当たり日額上限
：400円（月２回まで）

入院：１割（月額上限：1,600円）

外来：１保険医療機関等当たり日額上限
：600円（月２回まで）

入院：１割（月額上限：2,400円）

一 部
負担金

市町村民税非課税世帯で、世帯全員の年金収入80万
円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下

市町村民税所得割税額が23.5万円未満（世帯合算）
※０歳児は所得制限なし

所 得
制 限

乳 幼 児 等
医 療 外来：１保険医療機関等当たり日額上限

：600円（月２回まで）
入院：１割（月額上限：2,400円）

外来：１保険医療機関等当たり日額上限
：800円（月２回まで）

入院：１割（月額上限：3,200円）

一 部
負担金

－市町村民税所得割税額が23.5万円未満（世帯合算）所 得
制 限こ ど も

医 療
－医療保険における自己負担額の2/3一 部

負担金

市町村民税非課税世帯で、世帯全員の年金収入80万
円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下

児童扶養手当の所得制限を準用（全部支給基準）
（扶養親族２人の場合、所得145万円未満）

所 得
制 限

母子家庭等
医 療 外来：１保険医療機関等当たり日額上限

：400円（月２回まで）
入院：１割（月額上限：1,600円）

外来：１保険医療機関等当たり日額上限
：800円（月２回まで）

入院：１割（月額上限：3,200円）

一 部
負担金


